
第１段階 第２段階
第３段階
軽減対象

第３段階
第４段階
軽減対象

第４段階 第５段階 第６段階 第７段階 第８段階

0.50 0.60 － 0.75 0.96 1.00 1.25 1.66 2.00 －

0.50 0.60 0.75 0.80 0.96 1.00 1.25 1.66 2.00 －

0.50 0.60 0.75 0.80 0.96 1.00 1.30 1.73 2.10 －

0.50 0.60 0.75 0.80 0.96 1.00 1.25 1.66 2.00 2.20

0.50 0.60 0.75 0.80 0.96 1.00 1.30 1.73 2.10 2.30

同上

介　護　保　険　料　の　設　定　パ　タ　ー　ン

10段階

同上 同上 同上 同上 同上 同上

8段階
(現行）

9段階

弾力化割合

パター
ン5

本人住民税課
税で合計所得

金額が
600万円以上

同上 同上 同上

同上 同上 同上

該当者 同上 同上 同上

弾力化割合

パター
ン4

該当者 同上 同上 同上 同上 同上

本人住民税課
税で合計所得

金額が
350万円以上
600万円未満

同上 同上 同上

公的年金等収
入+合計所得金
額 ＞120万円

で
住民税

世帯非課税

弾力化割合

パター
ン3

該当者 同上 同上 同上

同上

弾力化割合

パター
ン2

該当者 同上 同上

公的年金等収
入+合計所得金
額≦120万円

で
住民税

世帯非課税

同上 同上

住民税
本人非課税で

世帯課税

本人住民税課
税で合計所得

金額が
200万円未満

本人住民税課
税で合計所得

金額が
200万円以上
350万円未満

公的年金等収
入+合計所得金
額≦80万円で

住民税
本人非課税で

世帯課税

同上

弾力化割合

公的年金等収
入+合計所得金

額≦80万円
で

住民税
世帯非課税

同上

徴収段階

老齢福祉年金
受給者又は生
活保護受給者

で
住民税

世帯非課税

該当者
パター

ン1

本人住民税課
税で合計所得

金額が
350万円以上

公的年金等収
入+合計所得金

額＞80万円
で

住民税
世帯非課税




